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政
治
主
導
並
び
に
我
が
国
に
お
け
る
教
育
の
あ
り
方
に
対
す
る
野
田
佳
彦
内
閣
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
九
年
八
月
三
十
日
に
執
行
さ
れ
た
第
四
十
五
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
よ
り
、
政
権
交
代
が
実
現
し
、
民
主
党
を

中
心
と
す
る
連
立
政
権
が
樹
立
さ
れ
た
。
そ
の
前
後
よ
り
、
政
治
主
導
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
政
治
主
導
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
の
か
、
野
田
佳
彦
内
閣
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

野
田
内
閣
発
足
後
、
政
治
主
導
と
し
て
実
現
し
た
政
策
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

大
学
教
育
を
含
め
、
我
が
国
の
教
育
の
あ
り
方
に
つ
き
、
野
田
内
閣
と
し
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
。

四

本
年
十
一
月
二
日
、
田
中
�
紀
子
文
部
科
学
大
臣
は
閣
議
後
の
定
例
記
者
会
見
に
つ
き
、
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会

（
以
下
、
「
設
置
審
」
と
す
る
。
）
に
よ
り
、
新
規
設
置
を
す
る
上
で
必
要
な
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
さ
れ
た
札
幌
保
健

医
療
大
学
、
秋
田
公
立
美
術
大
学
、
岡
崎
女
子
大
学
の
三
大
学
に
関
し
、
「
設
置
審
」
の
答
申
を
否
定
し
、
不
認
可
の
判
断

を
下
し
て
い
る
。
今
回
、
田
中
大
臣
が
三
大
学
の
新
規
設
置
を
不
認
可
と
し
た
こ
と
は
、
二
の
政
治
主
導
に
該
当
す
る
か
。

五

今
回
、
田
中
大
臣
が
三
大
学
の
新
規
設
置
を
不
認
可
と
し
た
こ
と
は
、
三
の
我
が
国
の
教
育
の
あ
り
方
に
関
す
る
野
田
内

閣
の
見
解
に
合
致
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。


